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参考 -1　用語集
あ行

移入種

国外又は国内の他地域から野生生物が本来有する移動能力を超えて、人為によって意
図的・非意図的に移入された種。

エコトーン

２つの異なった環境が接し、移りゆく場所に形成されるどちらとも異なった特徴を持
つ部分のこと。日本語では「推移帯」や「移行帯」などと訳される。

エコミュージアム

1960年代後半にフランスで提唱された新しい博物館の考え方で、「地域の自然環境、社
会環境や、地域住民の生活の発達過程を歴史的に探求し、自然遺産および文化遺産を現
地において保存し、展示することを通して当該地域社会の発展に寄与すること」を目的
とする博物館とされている。

か行

回避、低減、代償

ミティゲーションの基本的な種類。回避→低減→代償の順で検討することが必要とさ
れる。
　回避：開発を中止したり、別の場所で行うことにより、自然への悪影響を避ける。
　低減：開発面積を縮小するなどして、自然への悪影響をできる限り少なくする。
　代償：開発によって失われる自然の代わりに別の場所で自然を守る。または、新た
　　　に自然を創出して悪影響の埋め合わせをする。

空石積み

石垣などをつくる際に、モルタルなどを使わず、石だけを積んでつくる方法。大小の
隙間が生物の生息・生育空間となる。これに対し、モルタルなどで石と石の隙間を埋め
る「練り石積み」がある。

環境教育

自然と人間活動の関わりについて理解を深め、責任のある行動がとれるよう国民の学
習を推進すること。

乾田

排水がよく、灌漑（かんがい）をやめると乾く田。これに対し、一年中湿っている田
を湿田という。

汽水

海水と淡水とが混じり合っている塩分濃度の低い水。
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郷土種

その地域に本来生息・生育している動植物種。

極相

群落遷移の最終段階。その地域の気候条件に最も適応し，長期にわたって安定した状
態に達した段階。

グラウンドワーク

1980年代にイギリスの農村地域で始まった、パートナーシップによる、地域での実践
的な環境改善活動。地域を構成する住民、行政、企業の３者が協力して専門組織を作り、
身近な環境を見直し、自らが汗を流して地域の環境を改善していくもの。

グリーンツーリズム

緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余
暇活動。

渓畔林

河川上流部、渓流沿いに成立している樹林。

県、市町村、県民、民間団体、事業者

本プランにおける、ビオトープの保全、復元、創出における取り組み主体の区分。場
合により、県、市町村を併せて行政と表記する場合がある。また、県民に民間団体を含
む場合がある。

県民協働

魅力ある地域づくりを進めるために、一つの目標に向かって、県民と行政とが役割分
担し、また相互がパートナーとして「心を一つにし、ともに考え知恵を出し、ともに行
動する」取り組み。

高次消費者

タカやフクロウ、キツネなど、自然界の「食う食われる」の関係の頂点に立っている
種。

洪水による攪乱

洪水を受ける河川敷や氾濫原で、土や砂礫の移動、流水などにより環境がかき乱され
ること。河川敷や氾濫原にはこうした環境に適応した生物が生息・生育してきたが、攪
乱の減少等により、生息・生育空間が減少している。

混交林

２種以上の樹種から構成されている樹林。これに対し、単一樹種により構成される樹
林を単純林という。
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さ行

三面護岸

河川整備などの際に、河川の両側面と底面の３面を護岸する工法。

自生

ある地域に本来生育していること。

自然植生

人為的影響を受けていない植生。

除間伐

間伐は立木密度の管理のために間引くこと。除伐は、間伐以外の目的に行われる伐採
で、若い林で目的以外の樹種を取り除くことや枯れ木の除去などが該当する。

植生

ある場所に生育している植物の集団。

植物相

ある場所に生育している全ての植物種をさす。

薪炭林

薪や炭の原料を得るために育成管理してきた林。本県には、アカマツ林やウバメガシ
林などがある。

スリット式ダム

隙間のあいている砂防ダム。常時の土砂はスリットから流れるが、大きな石や多量の
土砂が溜まる構造になっている。 　

生態系ピラミッド

無機化合物から有機物を合成する生産者、生産者を直接捕食する第一次消費者、それ
を捕食する第二次消費者から高次消費者、およびこれらを分解する分解者の関係を示し
たもの。

生態的回廊

生き物の移動する渡り廊下のこと。エコロジカルコリドーともいう。線状につなぐも
のと、飛び石状につなぐものがある。

生態的連続性

生物の移動の観点からみた連続性。直接生息・生育空間がつながっていることのほか
に、飛び石状につながるなどの状態がある。
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生物群集

特定の生息場所にすむ植物、動物、微生物などの全ての種の集まりをいう。生態学的
に見ても何らかの機能的な単位を形成しているもの。

生物多様性

「生物多様性条約」において、「すべての生物の間の変異性をいうものとし、種内の多
様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。」と定義されている。ひとつの種であっ
ても、生息・生育する地域によって、また個体間で形態や遺伝的形質に違いがある。
そして大型の哺乳類から微生物まで様々な環境に適応して多様な生物種が生息・生育し
ており、多様な種と大気・水・土壌等とが相互に関係しながら一体となって、森林、湖
沼、干潟など様々な生態系を形成する。こうした遺伝子レベル、種レベル、生態系レベ
ルの生物の多様な有様を総称して生物多様性と呼んでいる。

生物多様性国家戦略

「生物多様性条約」第６条により、各国政府は生物多様性の保全と持続可能な利用を目
的とした国家戦略を策定することが求められている。日本は条約締結を受け、平成７年
10月に生物多様性国家戦略を策定し、平成14年３月には新国家戦略を策定している。新
国家戦略では、①種の絶滅、湿地の減少、移入種問題などへの対応としての「保全の強
化」、②保全に加えて失われた自然をより積極的に再生、修復していく「自然再生」の提
案、③里地里山など多義的な空間における「持続可能な利用」、すなわち地域の生物多様
性保全を進めるために、生活・生産上の必要性等と調整する社会的な仕組みや手法につ
いてのアプローチをより積極的に進めること、の３つを大きな柱としている。

生物多様性条約

地球上のあらゆる生物の多様さをそれらの生息環境とともに、最大限に保全し、その
持続的な利用を実現、さらに生物の持つ遺伝資源から得られる利益の公平な分配を目的
とした条約。1992年の地球サミットで採択され、平成14年2月現在の締約国数は、日本
を含む182か国。

遷移

ある場所の植物群落が長年月の間に次第に別の群落に変わってゆくこと。

総合的な学習の時間

新たな学習指導要領（小中学校は2002年より、高等学校は2003年より完全実施）に
おいて、
（1）地域や学校、子どもたちの実態に応じ、学校が創意工夫を生かして特色ある教育
　活動が行える時間。

（2）国際理解、情報、環境、福祉・健康など従来の教科をまたがるような課題に関す
　る学習を行える時間 。
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として新しく設けられる。子どもたちが各教科等の学習で得た個々の知識を結び付け、
総合的に働かせることができるようにすることを目指している。

た行

択伐

成熟木を数年～数十年ごとに計画的に繰り返し抜き切りすること。

多孔質

隙間の多い状態、これらの隙間が、植物の活着、生育や動物の生息に役立つ。

多自然型工法

多自然型川づくり（治水上の安全性を確保しながら多様な河川環境の保全、良好な自
然環境の保全を図ることを目的とした河川事業）において用いられる工法。多様な河川
形状の保全・復元、連続した環境条件確保、生物の生息・生育環境の保全などを基本的
な考え方とする。

な行

二次林

原生林が破壊されたあとに自然に生じた森林を指すが、広義には、二次林が破壊され
たあとに生じた二次林（三次林）も含めて用いられる。

は行

氾濫原

洪水により水が河川からあふれ、氾濫する範囲。

ビオトープ

さまざまな生物（生物群集）の生息・生育空間。生育のために最低限の面積を持ち、
周辺空間から明確に区分できるようなまとまりを持った空間。

ビオトープ管理士

環境ＮＧＯが実施するビオトープの計画、施工管理技術者の認定試験制度で認定され
た人。

ビオトープタイプ

主に生物の生息・生育の観点から、徳島県内を区分したもの。本プランで設定した区
分。植生や景観、土地利用などを区分の基準としている。

ビオトープネットワーク

同じタイプや異なるタイプのビオトープがつながり、生物の移動、遺伝子交換を可能
とするシステム。
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非干渉距離

動物が人の姿を認めながらも、逃げたり警戒することなく、採餌や休息を続けること
のできる距離。

複層林

林冠構造が複数層の樹林。

保全、復元、創出

保全：ビオトープをよりよい状態にすること。保護（外部から改変しようとする力を
とり除くこと。）、保存（変わらないように現状を維持すること。）と、さらに改
善することを含む。

復元：かつて存在したことのあるビオトープをその場所や周辺にとり戻すこと。
創出：その場所に存在したことのないビオトープを新たに作り出すこと。

萌芽更新

ナラ類やカシ類は伐採後の根株から多くの枝（萌芽枝）が出てくる。この萌芽枝のう
ち成長のよい何本かを残して樹林の再生を図る方法。

ま行

ミティゲーション（p.6コラム参照）

開発の際に自然への影響を回避したり緩和すること。ミティゲーションの種類は、回
避、低減、代償の３つに区分されることが多い。

藻場

一般に、水底で大型底生藻類や沈水植物が群落状に生育している場所を言う。藻場を
形成する植物の種類により、アマモの生育するアマモ場、ホンダワラ類の生育するガラ
モ場などに区分される。

モニタリング

日常的・継続的な点検のこと。

ら行

林床

森林の中の地表面。太陽光線が届きにくく暗いので、そこに適応した植物が生育する。

レッドデータブック

絶滅のおそれのある種のリスト（レッドリスト）を掲載した出版物。我が国では、平
成３年に環境庁が「日本の絶滅のおそれのある野生生物（脊椎動物編）」を発行し、以降
順次発行・改訂している。徳島県では、平成13年に「徳島県の絶滅のおそれのある野生
生物」を発行している。
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参考 -２　代表種一覧
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参考 -３　チェックリスト

公共事業でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト １

■ 準備・構想段階 記載
ページ 評価

□ ビオトープについての勉強会を開き、ビオトープについての理解を深めた。 120

⇒
この欄に具体的内容や結果を記入してください。

□ 他の取り組み事例の視察などにより、整備・活用の課題を把握した。 120

⇒

□ 「ビオトープ現況図」「広域ビオトープネットワーク方針図」「ビオトープネットワーク方
針図」を用いて対象地のビオトープの概要と計画上の位置づけを把握した。 120

⇒

□ 既存資料やヒアリングにより生物の生息・生育状況を把握するとともに、県版レッドデータ
ブックに掲載されている保護重要性の高い生物の生息・生育状況の概況を把握した。 120

⇒

□ 自然環境に与える影響の回避、低減、代償措置を検討した。 120

⇒

■ 計画段階

□ 対象地とその周辺地域の植生、植物相、動物相を現地調査と資料調査によって把握し、かつ
て見られた種と現在見られる種に分けて整理した。 121

⇒

□ レッドデータブック掲載種などの、保護重要性の高い生物の生息・生育状況を確認し、生
息・生育位置を記録した。 121

⇒

□ 既存資料などから、地形、地質、土壌などの基盤的自然条件把握した。 121

⇒

□ 「広域ビオトープネットワーク方針図」「ビオトープネットワーク方針図」を用いて、対象
地の県レベルのビオトープネットワーク上の位置づけを把握した。 121

⇒

□ 事業をビオトープネットワークの形成に役立てる計画とした。 121

⇒

□ 「ビオトープ現況図」を用いて、事業対象地とその周辺のビオトープタイプの概要を把握し
た。 121

⇒

□ 縮尺１万分の１～５千分の１程度の地形図をビオトープタイプごとに色分けし、事業対象地
周辺のビオトープ分布を把握した。 121

⇒
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公共事業でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ２

□ 保全すべきビオトープに与える影響の回避、低減、代償措置を検討した。 122

⇒

□ 自然環境調査とビオトープネットワーク上の位置づけの検討結果に基づき、目標とするビオ
トープと目標種を定めた。 122

⇒

□ ビオトープの復元、創出にあたり、事業対象地に本来成立しているビオトープを目標とし
た。

122

⇒

□ 目標種は、事業対象地やその周辺に生息・生育していたことのある種の中から、設定した。 122

⇒

□ 短期、中期、長期の目標種を設定した。 122

⇒

□ 餌を与えるなどしなくても持続的に生息・生育できる種を目標とし、目標種が持続的に世代
交代をくり返していけるビオトープを計画した。 122

⇒

□ 県民参加による整備や活用、維持管理体制を計画した。 123

⇒

■ 設計段階

□ 目標とする生物の、非干渉距離を考慮して、ビオトープを配置した。 124

⇒

□ 水辺と林、林と草地、草地と水辺などの異なる環境が接し、移り変わっていく場所（エコ
トーン）が確保できるようにビオトープを配置した。

124

⇒

□ 地域に昔からある質の高いビオトープについて調べ、これをモデルとした。 124

⇒

□ 植生は苗木などから時間をかけて遷移させていき、生物はビオトープネットワークを通じて
周辺から呼び込んでくるようにした。 124

⇒

□ 土壌、水分条件などの自然基盤を整えるように設計した。 124

⇒

□ 目標とする環境へと誘導する植生管理計画などを策定した。 124

⇒
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□ ビオトープを保全する場合に、生物多様性を高めるために必要な管理方法を検討した。 124

⇒

□ 自生種による植生とするために、苗木などの調達方法を設計内容に反映した。 125

⇒

□ 構造物などを極力つくらないよう設計した。 125

⇒

□ 現場発生材の利用を設計した。 125

⇒

□ 隙間の多い構造とするように設計した。 125

⇒

□ 構造物などがエコトーン（環境推移帯）を分断しないように設計した。 125

⇒

□ 伝統的な工法を採用した。 125

⇒

□ 新しい工法を開発、採用した。 125

⇒

■ 施工段階

□ 既に生息・生育している生物に対する施工時の影響防止・低減策を実施した。 126

⇒

□ 地域住民や民間団体などの積極的な参加を図った。 126

⇒

□ 自然に精通した人の助言を受けながら現場管理を進めるよう、施工業者へ指導を行った。 126

⇒

□ 施工業者の意識向上を図るための勉強会の実施や、模型による造成の検討などを行った。 126

⇒

公共事業でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ３
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■ 維持管理段階

□ 地域住民や民間団体などとの協働による管理を行っている。 127

⇒

□ 「育む会」などの組織づくりを行っている。 127

⇒

□ 草刈りなどを行う際に、生物の逃げ場を確保している。 127

⇒

□ 草刈りなどの管理を、生物に影響の少ない時期にしている。 127

⇒

□ さまざまな遷移段階の自然が配置されるように留意して管理を行っている。 127

⇒

□ 移入種などを取り除くとともに、放流などを防ぐための看板設置などを行っている。 127

⇒

■ 事後評価（モニタリング）段階

□ 事業実施後、定期的に植生、植物相、動物相の調査を行い、目標環境と目標種の回復状況を
把握している。 128

⇒

□ 動物を保護するために設置した施設について、科学的な調査を行い、その効果を明らかにし
ている。 128

⇒

□ モニタリングの結果を、ビオトープの改良や植生管理などに反映している。 128

⇒

□ ビオトープの管理活用状況を定期的に把握している。 128

⇒

□ 管理活用が不十分な場合、利用者や管理者にヒアリングなどを実施して理由を明らかにし、
管理活用体制の再検討を行っている。 128

⇒

公共事業でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ４
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とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト １県民や事業者の活動でビオトープを保全、復元、創出する場合

■ 準備・構想段階 記載
ページ 評価

□ ビオトープについての勉強会を開き、ビオトープについての理解を深めた。 130

⇒
この欄に具体的内容や結果を記入してください。

□ 他の取り組み事例の視察や、経験者から話を聞くことにより、ビオトープのイメージを明確
にした。 130

⇒

□ 「ビオトープ現況図」「広域ビオトープネットワーク方針図」「ビオトープネットワーク方
針図」を用いて、活動対象地のビオトープの概況と計画上の位置づけを把握した。 131

⇒

□ 活動対象地と周辺をみんなで歩いて、ビオトープの分布を把握した。 131

⇒

□ 活動をビオトープネットワークの形成に役立てる方法を検討した。 131

⇒

□ 昔の地図を入手したり、高齢者に尋ねたりして、昔の環境について調べた。 131

⇒

□ 目標とするビオトープや活動の目標について検討した。 131

⇒

□ ビオトープの保全、復元、創出のいずれを活動の主体とするか、また、これを組み合わせる
かなどの検討を行った。

131

⇒

□ 県民や民間団体などへの支援を検討した（事業者）。 132

⇒

□ 行政との協働の可能性を検討した。 132

⇒

□ 活動対象地の土地の所有や法規制、既存計画などを把握した（県民）。 132

⇒

□ 対象地の周辺で活動している県民や民間団体、学校の有無を調べ、協働を検討した（事業
者）。 132

⇒

■計画段階

□ 活動対象地と周辺の自然や生物について、民間団体や研究者から教えてもらった。 133

⇒



211

● 参考資料

県民や事業者の活動でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ２

□ 現地調査やヒアリングによって、地域の生物や自然について調べた。 133

⇒

□ 資料によって、今いる生物と昔いた生物を調べた。 133

⇒

□ 古い地図などから、昔の地域の環境を調べた。 133

⇒

□ 「広域ビオトープネットワーク方針図」「ビオトープネットワーク方針図」を用いて、活動
対象地のビオトープネットワーク上の位置づけを把握した。 134

⇒

□ 「ビオトープ現況図」を用いて、活動対象地と周辺のビオトープタイプの概況を把握した。 134

⇒

□ 縮尺１万分の１～５千分の１程度の地形図をビオトープタイプごとに色分けし、活動対象地
周辺のビオトープ分布を把握した。 134

⇒

□ 活動をビオトープネットワークの形成に役立てる方法を検討した。 134

⇒

□ 自然環境の把握やビオトープネットワーク上の位置づけの検討結果に基づき、目標とするビ
オトープと目標種を検討した。

135

⇒

□ 地域に見られるさまざまなビオトープをあつめた見本園とするか、その場所に本来あるべき
ビオトープを保全、復元、創出するかを検討した。 135

⇒

□ 短期、中期、長期の目標種を設定した。 135

⇒

□ 目標種を外から持ち込むことは避け、ネットワークにより周辺のビオトープから生物がやっ
てくるようにした。 135

⇒

□ 餌を与えるなどしなくても持続的に生息・生育できる種を目標とし、目標種が持続的に世代
交代をくり返していけるビオトープを計画した。 135

⇒

□ 整備や維持管理に、より多くの人に参加してもらうための方法や体制を検討した。 135

⇒
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県民や事業者の活動でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ３

■ 設計段階

□ ビオトープを地域に開かれたものとするよう検討した（事業者） 136

⇒

■施工段階（主に復元・創出の場合）

□ 広報を行い、ビオトープづくりに多くの人の参加を図った。 136

⇒

□ ビオトープの保全、復元、創出において、グラウンドワークを展開し、県民、民間団体、事
業者、行政の協働を図った。 136

⇒

■維持管理段階

□ 県民、民間団体、事業者、行政の協働による管理を行っている。 137

⇒

□ 草刈りなどを行う際に、生物の逃げ場を確保する管理を行っている。 137

⇒

□ 草刈りなどの管理を、生物に影響の少ない時期にしている。 137

⇒

□ さまざまな遷移段階の自然が配置されるように留意して管理を行っている。 137

⇒

□ 移入種などを取り除くとともに、放流などを防ぐための看板設置などを行っている。 137

⇒

※その他の項目は、公共事業でビオトープを保全、復元、創出する場合と、学校でビオトープを
保全、復元、創出する場合のチェックリストを利用して下さい。
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● 参考資料

県民や事業者の活動でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ４

■事後評価（モニタリング）段階

□ 目標種の生息・生育空間となっているかを確認し、不十分な場合には改善している。 137

⇒

□ 地域のビオトープネットワークの一つとして機能しているかを確認し、不十分な場合には改
善している。 137

⇒

□
事業者の活動で保全、復元、創出されたビオトープが地域に開かれたものになっているか、
また、地域住民、民間団体などが継続的に係わっているかを確認し、不十分な場合には改善
している。

137

⇒

□ ビオトープに関する活動を広げるきっかけになっているかを確認し、不十分な場合には改善
している。

137

⇒
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■準備・構想段階 記載 
ページ 評価 

□ 学校ビオトープについての勉強会を開き、学校ビオトープについての理解を深めた。 140 

⇒ 
この欄に具体的内容や結果を記入してください。 

□ 他校の学校ビオトープを視察し、学校ビオトープのイメージを明確にした。 140 

⇒ 

■計画段階 

□ 学校周辺の自然や生物について民間団体や研究者から教えてもらった。 141 

⇒ 

□ 現地調査によって、地域の自然について調べた。 141 

⇒ 

□ 資料によって、今いる生物と昔いた生物を調べた。 141 

⇒ 

□ 古い地図などから、昔の地域の環境を調べた。 141 

⇒ 

□ 子どもたちが立ち寄りやすい位置に計画した。 142 

⇒ 

□ 地域住民などと交流ができる場所に計画した。 142 

⇒ 

□ 学校周辺のビオトープとつながりのもてる位置に計画した。 142 

⇒ 

□ すでにあるビオトープを取り込んだ配置を計画した。 142 

⇒ 

□ 日当たりの良い場所を中心に計画した。 142 

⇒ 

□ 広い面積を確保できるように計画した。 142 

⇒ 

□ 学校ビオトープはビオトープネットワークの一部として、地域の生物多様性保全の一端を 担っていることを子どもたちに理解してもらった。 143 

⇒ 

　学校でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト １
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● 参考資料

　学校でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ２

□ 「広域ビオトープネットワーク方針図」、「ビオトープネットワーク方針図」を用いて、学
校のビオトープネットワーク上の位置づけを把握した。 143

⇒

□ 「ビオトープ現況図」を用いて、学校と周辺のビオトープタイプの概要を把握した。 143

⇒

□ 縮尺１万分の１～５千分の１程度の地形図をビオトープタイプごとに色分けし、学校周辺の
ビオトープ分布を把握した。 143

⇒

□ 学校ビオトープをビオトープネットワークの形成に役立てる方法を検討した。 143

⇒

□ 学校周辺での公園、道路、河川、農地整備などの計画を把握し、これらの公共事業と、学校
ビオトープとの連携について行政担当者に相談した。

143

⇒

□ 学校ビオトープに復元・創出するビオトープを、周辺地域に分布するビオトープの中から選
定した。 144

⇒

□ 短期、中期、長期の目標種を設定した。 144

⇒

□ 目標種を外から持ち込むことは極力避け、ネットワークにより、学校周辺のビオトープから
生物がやってくるようにした。 144

⇒

□ 餌を与えるなどしなくても持続的に生息・生育できる種を目標とし、目標種が世代交代をく
り返していけるように計画した。 144

⇒

□ 民間団体や地域の研究者などに相談して、目標種や目標環境の設定を行った。 144

⇒

□ 保護者や地域の人々が協力して取り組む体制を検討した。 144

⇒

□ 活用や維持管理の体制を検討した。 144

⇒

□ 授業での活用方法を検討した。 145

⇒
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　学校でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ３

■設計段階

□ 観察などに人が使う場所と、生物の生息空間をある程度区分した。 145

⇒

□ 水辺と林、林と草地、草地と水辺などが接し、移り変わっていく場所（環境推移帯：エコ
トーン）が確保できるようにビオトープを配置した。 145

⇒

□ 地域に昔からあるビオトープについて詳しく調べ、これをモデルとして設計した。 146

⇒

□ 生物を呼ぶための施設を設計した。 147

⇒

■施工段階

□ 作業に、より多くの子どもたち、保護者、地域住民、地域の民間団体、学識経験者などに係
わってもらった。 148

⇒

□ 子どもたちや地域住民などの直接参加を充実し、業者のみによる作業は最小限とした。 148

⇒

□ はじめから完成型に近づけずに、作り込みを最少限にした。 148

⇒ 　

□ 自然をモデルとし、整形的（人工的）にならないようにした。 148

⇒

■維持管理段階

□ 子どもたちが中心となって維持管理を行っている。 149

⇒

□ 草刈りなどを行う際に、生物の逃げ場を確保するなど、生物の生息を考えた管理を行ってい
る。 149

⇒

□ 移入種や地域本来の種ではない生物が放された場合に、早く取り除いている。 149

⇒
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● 参考資料

　学校でビオトープを保全、復元、創出する場合とくしまビオトープ・プラン　チェックリスト ４

■事後評価（モニタリング）段階

□ 目標種の生息・生育空間となっているかを確認し、不十分な場合には改善している。 151

⇒

□ 地域のビオトープネットワークの一つとして機能しているか確認し、不十分な場合には改善
している。

151

⇒

□ 子どもたちが利活用、管理の主役になっているか確認し、不十分な場合には改善している。 151

⇒

□ 保護者、地域住民、民間団体などが管理などに係わっているか確認し、不十分な場合には改
善している。

151

⇒
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